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 代表者名 代表取締役社長 鳥越 穣 
 問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武 

（TEL：03-6262-9400） 

 

規約変更及び役員選任に関するお知らせ 
 

本投資法人は、本日開催の役員会において、2022 年 9 月 27 日に開催予定の第 12 回投資主総会（以下

「本投資主総会」といいます。）への規約変更及び役員選任に係る議案の付議に関し、下記のとおり決議し

ましたのでお知らせします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。 
 

記 
1． 規約変更の主な内容と理由 

(1) 変更案第 15 条関係 
① 第 15 条第 1 項及び第 2 項関係 
資産運用会社に対する資産運用報酬の体系に関して、本投資法人の保有資産の規模が順調に拡大してき

ていることを背景として、資産運用会社に対する報酬と投資主利益との連動性をこれまで以上に高める

ことを目的として、運用報酬１について、運用資産中の不動産等の賃貸業務から生じる収益の総額に連

動して算出される報酬の料率を引き下げることとし、また運用報酬２について、本投資法人の分配可能

金額の総額に連動して算出される報酬を廃止し、これに代えて投資口一口当たり分配可能金額に連動し

て算出される報酬を新たに導入することとする見直しを行おうとするものであります。 
② 第 15 条第 3 項、第 4 項及び第 5 項関係 
本投資法人の資産規模の拡大に伴い、良質なポートフォリオの維持のために物件の入れ替えを含めた

不動産等の取得機会及び譲渡機会が拡大しており、これに伴い案件の内容も大型化多様化し複雑化す

る場合もみられることから、不動産等の取得及び譲渡に係る資産運用業務の難易度や業務量等に応じ

た適切な料率の設定を柔軟に行うこととするための見直しを行うとともに、規定表現をそろえるため

に関連する規定の字句の修正をあわせて行うものであります。 
③ 変更案附則関係 
上記の新たな資産運用報酬の計算方法については、2022 年 11 月 1 日に開始する本投資法人の営業

期間から適用することとするため、上記①及び②に係る規約変更の効力発生日についての附則を新設

するものであります。 
(2) 変更案第 20 条第 6 項関係 

「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（令和元年法律第 71 号）

附則第３号に規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行され、投資主総会参考書類等の電子提供制

度が導入されたことに伴い、所要の変更を行うものであります。 
(3) 変更案第 20 条第 10 項関係 

投資法人の運用体制に大きな影響を与える可能性があり、相反する趣旨の議案を提出することが性質

上難しいと考えられる一定の投資主総会決議事項について、投資主の意思をより直接的に反映させる

ことを目的として、投資信託及び投資法人に関する法律第 93 条第 1 項及び現行規約第 20 条第 8 項

に定めるみなし賛成制度の適用対象外とする旨の規定を新設するものであります。 
(4) 変更案第 20 条第 14 項関係 

近年のデジタル化の傾向を踏まえ、投資主総会議事録の作成事務の効率化・合理化の観点から電磁的

記録による議事録作成にも対応できるようにするため、所要の変更を行うものであります。 
(5) 変更案規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.資産評価の方法及び基準 1.(2)及び(4)関係 

本投資法人の資産評価の方法の一部について、金融商品に関する会計基準の改正に伴い、所要の変更

を行うものであります。 
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(6) その他 
上記のほか、上記の変更により規約の条項番号に改番が必要となった部分について、所要の変更を

行うものであります。 
 

（規約変更に関する詳細については、添付資料「第 12 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 
 
 

2． 役員選任について 
現執行役員 大寺健之（おおでら たけし）並びに現監督役員 飯沼春樹（いいぬま はるき）及び䑓祐二

（だい ゆうじ）は、2022 年 9 月 27 日をもって任期満了となるため、本投資主総会に執行役員 1 名及び

監督役員 2 名の選任についての議案を提出します。 
なお、第 11 回投資主総会にて補欠執行役員に選任された大寺健之は、前執行役員 加藤祐一の辞任に伴

い執行役員に就任したため、現在、本投資法人の補欠執行役員は不在となっています。また、現補欠監

督役員の選任に係る決議は、2022 年 9 月 27 日をもって効力を失います。つきましては、執行役員及

び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名及び補欠監督役員 1 名

の選任について議案を提出します。 
(1) 執行役員候補者 

大寺健之（おおでら たけし／重任） 
（注） 重要な兼職に該当する事実 

大寺健之は、本投資法人が資産運用委託契約及び機関の運営に関する一般事務委託契約を締結している NTT 都市

開発投資顧問株式会社の取締役経営企画部長です。 

(2) 監督役員候補者 
䑓祐二（だい ゆうじ／重任） 

武内正樹（たけうち まさき／新任） 
（注） 重要な兼職に該当する事実 

䑓祐二は、公認会計士 䑓祐二事務所の代表者であり、かつ、株式会社 ABP の代表取締役社長です。 
武内正樹は、飯沼総合法律事務所のパートナー弁護士です。 

(3) 補欠執行役員及び補欠監督役員候補者 
補欠執行役員 木村一浩（きむら かずひろ／新任） 
補欠監督役員 尾関純（おぜき じゅん／重任） 
（注） 重要な兼職に該当する事実 

木村一浩は、本投資法人が資産運用委託契約及び機関の運営に関する一般事務委託契約を締結している NTT 都市

開発投資顧問株式会社の取締役第一運用管理部長です。 
尾関純は、公認会計士 尾関会計事務所の代表者であり、かつ、ちよだ税理士法人の代表社員です。 

 
（役員選任に関する詳細については、添付資料「第 12 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 
3． 日程 

2022 年 8 月 23 日 本投資主総会提出議案の本投資法人役員会での承認 
2022 年 9 月 5 日 「第 12 回投資主総会招集ご通知」発送（予定） 
2022 年 9 月 27 日 本投資主総会開催（予定） 

以上 
 
 
【添付資料】 
・資産運用報酬体系の変更について 
・第 12 回投資主総会招集ご通知 
 
 

※ 本投資法人のホームページアドレス  http://www.nud-reit.co.jp 
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運用報酬1 運用報酬2

資産運用報酬体系の変更について

投資主利益と資産運用会社利益の連動性を一層高めることを目的として、資産運用報酬体系の変更を実施。

変更前 変更後 変更のポイント

運用報酬 1
[収益連動]

営業収益 ×3% 営業収益 ×2.5%（上限） 収益連動報酬の料率引き下げ及び

DPU連動報酬の導入による投資主

利益との連動性強化運用報酬 2
[利益連動]

税引前当期純利益 ×3%
DPU ×1,000,000×10%（上限）

※当面の適用料率は6%を想定

運用報酬 3
[取得額連動]

不動産等の取得額×0.5%（上限）
※取得額の規模に応じた段階料率
※利害関係人等取引は基本料率×1/2

不動産等の取得額×0.5%（上限） 取得・譲渡取引の複雑化への対応、

ポートフォリオの成長及び質の改善

に向けたインセンティブ強化運用報酬 4
[譲渡額連動]

不動産等の譲渡額×0.25%（上限）
※譲渡額の規模に応じた段階料率

不動産等の譲渡額×0.25%（上限）

運用報酬 5
[合併評価額連動]

合併先が保有する不動産等評価額

×0.5%（上限）
合併先が保有する不動産等評価額

×0.5%（上限）
-

イベント連動

業績連動

≪資産運用報酬体系変更の概要≫

≪変更案を適用した場合の試算値：第40期（2022年10月期予想）*3≫ ≪J-REIT各社の報酬料率*4≫

総資産

年
間

資
産

運
用

報
酬

/
 総

資
産

*3 第40期の運用状況の予想の前提数値をもとに算出した試算値であり、実際の報酬額と一致しない可能性があります。
また、当該資産運用報酬体系の変更に係る実際の適用開始は第41期（2023年4月期）以降を想定しています。

運用報酬1・2合計額

418百万円

422百万円

（億円）

平均0.46%

NUD
[変更前]

0.30%

[変更後]
0.30%

*4 2022年6月末時点公表済みの各社開示資料を参考に資産運用会社が試算したものです。

*1 *1

*2

*1 水道光熱費及び不動産売却益を除く *2運用報酬2控除前

*2


















































